
明
代
海
禁
体
制

の
再
編
と
潭
州
月
港
の
開
港

木

岡

　

さ

や

か

明代海禁体制の再編と潼州月港の開港

は
　

じ
　

め
　

に

　
隆
慶

(
一
五
六
七
～
七
二
)
初
年
、

明
朝

は
国
初
以
来

の
海
禁
を
緩
和
し
、
民

間
の
海
外
貿
易
を
容
認
す
る
こ
と
に
踏

み
切

っ
た
。
中
国
海
商

の
東

・
西
二
洋

へ

の
出
海
を
許
可
し
、
倭
寇
や
密
貿
易
者

の
取
締
ま
り

一
辺
倒
で
あ

っ
た
従
来
の
方

針
を
、
大
き
く
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
時
、
開
港
地
に
指
定
さ
れ
た

の
は
福
建
省
の
潭
州
月
港

一
港

の
み
で
、
中
国
海
商
は
他
の
い
か
な
る
港
か
ら
も

出
海
す
る
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。
ま
た
出
海
を
許
可
さ
れ
た
海
商
も
、
日
本
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(1
)

貿
易
相
手
国
と
す
る
こ
と
は
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
制
限
つ
き

の
開
港
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、

一
般
に
は
こ
の
措
置
を
海

禁

の

「
部
分
的
解
除
」
あ
る
い
は

「
一
部
解
除
」
な
ど
と
呼
ん
で
全
面
解
除
と
は

区
別
す
る
。
海
禁
に
固
執
す
る
明
朝
は
、
密
貿
易
の
横
行
と
そ
れ
に
伴
う
沿
海
部

の
混
乱
に
対
処
す
る
た
め
、
月
港

一
港
だ
け
を
開
放
し
て
社
会
の
不
満
を
緩
和
し

た
と
み
る
わ
け
だ
。
そ
れ
は

一
面
、
明
初
以
来
の
厳
格
な
海
禁
体
制
の
破
綻
を
意

味
し
、
月
港
開
港
は
沿
海
地
域
社
会
に
対
す
る
明
朝
の
統
治
能
力
の
弱
体
、
そ
の

結
果
と
し
て
の
妥
協
的
な
措
置
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
社
会
的
要
請
を

抑
え
て
海
禁
を
墨
守
し
て
き
た
明
朝
だ
が
、
既
存
の
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
は
も

は
や
不
可
能
と
な
り
、
や
む
な
く
月
港

開
港
に
至

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
隆
慶
初
年
の
開
港
問
題
を
含
め
た
通
時
代
的
な
海
禁
理
解
を

目
的
に
、
国
家
の
海
洋
統
制
策
と
し
て
の
海
禁
の
実
体
に
迫

っ
た
の
が
檀
上
寛
氏

　
　
(2
)

で
あ
る
。
氏
は
隆
慶
初
年
の
月
港
開
港
を
海
禁
体
制
の

「再
編
」
と
規
定
し
、
通

説
と
は
異
な
る
積
極
的
な
意
義
を
そ
こ
に
認
め
よ
う
と
す
る
。
確
か
に
隆
慶
初
年

の
月
港
開
港
で
海
禁
体
制
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
民
衆
の
出
海
禁
止
措
置

は
依
然
続
行
し
て
お
り
、
そ
れ
は
後

の
清
代
に
も
繋
が

っ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
体

制
と
し
て
の
海
禁
は
明
清
時
代
を
通
じ
て
基
本
的
に
不
変
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら

言
え
ば

月
港
開
港
は
海
禁
体
制
を
継
続
し
て
い
く

上
で
の

一
通
過
点
で
し
か
な

い
。
し
か
も
そ
れ
が
単
な
る
通
過
点
で
な
か

っ
た
こ
と
は
、
開
港
後
に
徴
税
機
関

の

「督
餉
館
」
を
設
置
し
て
、
新
体
制
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

　
(3
)

あ
る
。
月
港
開
港
は
密
貿
易
者

の
攻
勢
に
押
さ
れ
て
、
受
動
的
に
対
応
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
面
も
あ

っ
た
が
、
明
朝
は
月
港
開
港
を
前
提
に
海
禁
体
制

の
立
て
直
し

を
図

っ
て
お
り
、
守
勢
を
攻
勢
に
転
じ
た

「積
極
的
妥
協
策
」
で
あ

っ
た
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
。

　
以
下
本
稿
で
は
、
檀
上
氏
の

「月
港
開
港
目
海
禁
体
制
の
再
編
」
と
い
う
見
解

を
踏
ま
え
て
、
月
港
開
港
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
特
に
先
行
研

究
で
も
未
解
明
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
い
く

つ
か
の
疑
問
点
に
つ
い
て
、
従
来
と

は
異
な
る
角
度
か
ら
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
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窓史

一　

明
末
沿
海
部

の
混
乱
と

「
籌
海
論
争
」

　
　
　
　
　
1
　
海
禁
体
制
下
の
東
南

沿
海
地
域

　
明
朝
の
建
国
当
初
、
元
末
の
混
乱

の
余
燼
が
残
る
中
国
沿
海
部
で
は
、
新
王
朝

に
反
発
す
る
海
賊

・
海
寇
集
団
が
依
然
活
動
し
、
彼
ら
が
沿
海
民
と
結
託
す
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(4
)

再
び
王
朝
に
混
乱
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ

っ
た
。
民
衆
の
出
海
を
禁
止
す
る
明
初

の
海
禁
政
策
は
、
彼
ら
海
寇
と
沿
海
居
民
と
が
結
託
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、

沿
海
地
域
の
海
防

(治
安
維
持
)

を
目
的
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の

後
、
洪
武
七
年

(
=
二
七
四
)
の
三
市
舶
司

(寧
波

・
泉
州

・
広
州
)
の
廃
止
と

と
も
に
民
間
貿
易
は
禁
止
さ
れ
、
明
朝

は
対
外
関
係
を
国
家
間
の
交
流

(
朝
貢
制

度
)
の
み
に
限
定
す
る
。
明
朝
は
周
辺
諸
国
を
朝
貢
体
制
に
組
み
込
む
こ
と
で
国

際
秩
序
を
維
持
し
、
朝
貢
に
付
随
す
る
朝
貢
貿
易
を
通
じ
て
海
外
貿
易
を
統
括
し

よ
う
と
し
た
わ
け
だ
。
こ
れ
以
後
、
中
国
商
人
の
出
海
ば
か
り
か
外
国
商
人
の
来

航
も
禁
じ
ら
れ
、
正
規
の
使
節
以
外
は
す
べ
て
海
禁
の
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な

っ
た
。

つ
ま
り
明
代

の
海
禁
体
制
は
、　

「海
防
」
・
「国
際
秩
序
の
維
持
」
・
「貿
易

統
制
」

の
三
要
素
が
合
致
し
て
完
成
し
た
明
代
独
自
の
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(5
)

え
る

(
「海
禁
11
朝
貢
シ
ス
テ
ム
」)
。

　
し
か
し
、
こ
の
海
禁
冒
朝
貢

シ
ス
テ

ム
も
、
隆
慶
初
年
に
月
港
で
の
民
間
貿
易

が
許
可
さ
れ
た

こ
と
で
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
と

な
る
。

明
初
以
来
約
二
〇
〇
年

間
、
頑
な
に
禁
止
し
て
き
た
民
間
貿
易
を
隆
慶
時
代
に
な

っ
て
許
可
し
た
背
景
に

は
、
沿
海
地
域
が
抱
え
る
深
刻
な
問
題
が
あ

っ
た
。
十
五
世
紀
中
葉
以
降
活
発
化

し
だ
す
沿
海
部
で
の
密
貿
易
活
動
で
あ
る
。
彼
ら
密
貿
易
者
た
ち
は
や
が
て
十
六

世
紀
に
な
る
と
沿
岸
部
を
略
奪
し
て
回
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
弊
害
が
最
高
潮

に
達
す
る
の
が
嘉
靖
時
代

(
一
五
二
二
～

一
五
六
六
)
で
あ
る
。

一
般
に

「後
期

倭
寇
L
と
呼
ば
れ
る
彼
ら
の
活
動
は
、
中
国
沿
海
部
の
浙
江

・
福
建

・
広
東
の
三

省
に
対
し
て
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

　
す
で
に
こ
れ
以
前
、
密
貿
易
の
拠
点
と
し
て
俄
然
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

た
の
が
、
浙
江
省
舟
山
群
島

に
あ
る
双
嶼
港
と
福
建
省
の
潭
州
月
港
で
あ
る
。
双

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(6
)

嶼
港
で
は
倭
寇
王
と
呼
ば
れ
た
王
直

の
活
動
が
有
名
で
、
彼
は
日
本
の
松
浦

・
五

島
と
の
間
を
往
来
し
、
平
戸

に
居
館
を
構
え
て
王
侯

の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た

と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
嘉
靖

二
十
六
年

(
一
五
四
七
)
に
浙
江
巡
撫
兼
浙
閾
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(7
)

防
軍
務
提
督
に
任
じ
ら
れ
た
朱
紋

の
攻
撃
を
受
け
、
双
嶼
港
は
覆
滅
さ
れ
る
。
当

初
は
難
を
逃
れ
た
王
直
も
そ
の
後
、
浙
江
巡
撫

の
胡
宗
憲

に

「互
市
の
公
許
」
を

餌
に
誘
引
さ
れ
、
嘉
靖
三
十
八
年

(
一
五
五
九
)

に
捕
獲

・
処
刑
さ
れ
る
に
至

っ

た
。
こ
の
双
嶼
港
の
覆
滅

に
よ
り
、
浙
江
省

の
密
貿
易
は
次
第

に
衰
退
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
福
建
省
の
南
に
位
置
す
る
広
東
省
で
は
、
正
徳
年
間

(
一
五
〇
六
～
二

一
)
よ
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
船
が
正
式
な
国
交
を
求
め
て
来
航
し
た
が
、
明
朝
側
は

朝
貢
国
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
拒
絶
し
て
い
た
。
伝
統
的
な
朝
貢
制
度

に
あ
く
ま
で
も
固
執
す
る
明
朝
の
態
度
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

他
広
東
に
来
航
し
て
い
た
南
海
諸
国
の
商
船
も
当
地
で
の
交
易
を
あ
き
ら
め
、
浙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(8
)

江
省
や
福
建
省
で
の
密
貿
易
に
参
画
し
だ
す
。

こ
う
し
た
事
態
を
打
開
す
る
た

め
、
嘉
靖
八
年

(
一
五
二
九
)
に
提
督
両
広
軍
務
総
督
侍
郎
林
富
が

「番
舶
」
を

通
じ
る
こ
と
を
要
求
し
、
嘉
靖
帝
の
許
し
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
番
舶
を
広

東
に
入
港
さ
せ
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
税
収
で
朝
廷
と
広
東
省
の
財
政
を
潤
す
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(9
)

う
の
が
、
林
富
の
考
え
で
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
広
東
貿
易
は
依
然
中
国
商
人

の
出
海
を
禁
止
し
、
外
国
船
の
入
港
の
み
を
認
め
る

一
方
通
行
的
な
も
の
で
あ

っ

た
。
実
際
問
題
、
す
で
に
密
貿
易
が
蔓
延
し
て
い
た
沿
海
地
域
で
、
税
徴
収
を
行
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明代海禁体制の再編と潭州月港の開港

う
広
東
省
に
貿
易
船
を
集
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
結
局
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(10
)

省

へ
と
流
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
広
東
省
や
浙
江
省
で
の
密
貿
易
が
退
潮

に
向
か
う
中
で
、
そ
の
活
動
が
衰
え
る

こ
と
な
く
、
密
貿
易
の
拠
点
と
し
て
繁
栄
し
続
け
た
の
が
福
建
省
の
月
港
で
あ

っ

た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
明
朝
は
隆
慶
初
年

に
月
港
を
開
港
し
て
海
禁
体
制
を
再

編
す
る
わ
け
だ
が
、
開
港
の
決
定
は

一
朝

一
夕

に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ

こ
に
至
る
ま
で
に
は
長
年

に
わ
た
る
激
烈
な
議
論
の
応
酬
が
あ

っ
た
。
月
港
開
港

は
、
嘉
靖
時
代
を
通
し
て
展
開
さ
れ
た
海
洋
安
定
の
た
め
の
論
争
の
中
か
ら
生
ま

れ
た
わ
け
で
、
先
の

「月
港
開
港
"
海
禁
体
制

の
再
編
」
説
を
論
証
す
る
た
め
に

も
、
ま
ず
は
嘉
靖
年
間
の
論
争
の
内
容

を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
節
で
は
嘉

靖
年
間
に
論
者
が
提
示
し
た
多
様
な
意
見
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
開
港
前
夜
の
海

洋
を
め
ぐ
る
問
題

の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
2

　
「海
禁
論
」
と

「開
洋
論
」

　
十
五
世
紀
半
ば
以
降
活
発
化
し
だ
し
た
密
貿
易
だ
が
、
十
六
世
紀
に
入
る
と
海

防
体
制

の
崩
壊
と
相
俟

っ
て
、

や
が
て

取
締
ま
り

困
難
な
状
況
に
陥

っ
て
い

っ

た
。　
『
明
史
』
巻
二
〇
五
、
朱
紋
伝
に
、

　
　
浙

(浙
江
省
)、
閲

(福
建
省
)

の
海
防
久
し
く
慕
れ
、
戦
船

・
哨
船
十
の

　
　

=

一を
存
し
、
潭

・
泉
の
巡
検
司

の
弓
兵
、
旧
額
は
二
千
五
百
余
あ
る
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(11
)

　
　
僅
か
に
千
人
を
存
す
る
の
み
。

と
あ
る
よ
う
に
、
十
六
世
紀
段
階
の
海
防
体
制
は
ほ
と
ん
ど
壊
滅
状
態
に
あ
り
、

こ
れ
が
密
貿
易
を
盛
行
さ
せ
る
客
観
的
要
因
の

一
つ
に
な

っ
て
い
た
も
の
と
解
さ

れ
る
。

　
ま
た
、
当
時
の
密
貿
易
の
形
態
は
、
海
外
貿
易
に
従
事
す
る

「舶
商
」
と
本
土

に
拠
点
を
置
く

「
土
商
」
と
が
、
両
者
連
携
の
下
に
密
貿
易
品
を
輸
入
し
国
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(12
)

販
売
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
も
彼
ら
の
背
後
に
は
地
方
政
治
に
密
着

し
た
郷
紳
の
存
在
が
あ
り
、
こ
の
郷
紳
が
密
貿
易
を
陰
か
ら
支
え
て
い
た
た
め
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(13
)

発
で
き
な
い
と
い
う
問
題
も
あ

っ
た
。
先
の
朱
紋
が
密
貿
易
取
締
り
の
た
め
に
双

嶼
港
を
掃
滅
し
た
後
、
そ
の
過
激
な
措
置
に
反
感
を
持

っ
た
郷
紳
の
策
動
で
失
脚

し
、
自
殺
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
構
造
的
な
密
貿
易
の
仕
組
み
と

海
防
体
制
の
崩
壊
と
が
相
乗
し
て
、
十
六
世
紀
段
階
の
沿
海
部
に
は
あ
る
種
の
無

秩
序
状
態
が
蔓
延
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
沿
海
地
域
の
混
乱
は
、
や
が
て
明
初
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
海
禁

政
策
を
め
ぐ
り
、
海
禁
を
よ
り
強
化
す
る
か

(
H
海
禁
論
)
、
開
港
す
る
か

(11
開

洋
論
)
を
問
う

「籥
海
論
争

(
海
上
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
論
争
)
」

を
惹
起
す

る
に
至
る
。
数
十
年
間
に
わ
た
る
こ
の
論
争
は
、
当
事
者
達
が
直
接
相
対
し
て
な

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
多
く

の
官
僚
を
巻
き
込
ん
だ
中
国
史
上
最
初
の
海
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(14
)

を
め
ぐ
る
論
争
で
あ

っ
た
。

　
ま
ず
、
海
禁
論
者
が
開
洋
を
強
く
否
定
す
る
理
由

は
、
主
に
二
点
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

一
点
は
、
倭
寇
問
題
。
も
う

一
点
は
祖
法

に
反
す
る
と
い
う
問
題

で
あ

る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
嘉
靖
時
代
は
明
代
史
を
通
じ
て
、
特
に
沿
海
地
域
の
騒
擾
に

悩
ま
さ
れ
た
時
代
で
あ

っ
た
。
ち
ょ
う
ど
王
直
が
活
発
に
密
貿
易
活
動
を
し
て
い

た
頃
、
福
建
海
道
副
使
を
務
め
た
経
験

の
あ
る
馮
璋
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
今
若
し
目
前
を
貪
顧
し
て

一
旦
開
税
す
れ
ば
、
華
夷
限
り
無
く
、
山
海
路
通

　
　
じ
て
、

此
な
た
よ
り
往
き
て
彼
な
た
よ
り
来
た
り
、

お
よ
そ
禁
阻
す
る
無

　
　
し
。
番
人
は
狡
獪
に
し
て
、
凶
悍
測
り
難
し
。
…
…
、
若
し
大

い
に
納
税
之

　
　
門
を
開
き
て
、

直
ち
に
交
通
之
路
を
啓
か
ば
、

生
人
混
淆
し
、

夷
夏
別
無
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窓史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(15
)

　
　
く
、
其
の
害
将
に
収
む
べ
か
ら
ざ

る
な
り
。

　
開
洋
に
と
も
な
い
凶
暴
か
つ
狡
猾
な
夷
狄
が
限
り
な
く
到
来
し
、
沿
海
地
域
を

乱
す
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
が
、

こ
れ

は
海
禁
論
者
の
典
型
的
な
意
見
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
夷
狄
、

つ
ま
り
倭
寇
に
対
す
る
警
戒
心
に
加
え
て
、
帰
有

光

(
嘉
靖
四
十
四
年
進
士
)
が
、

　
　
議
す
る
者
ま
た
宜
し
く
互
市
を
開
き
、
通
番
の
禁
を
弛
む
べ
し
と
謂
う
。
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(16
)

　
　
れ
尤
も
悖
謬
甚
だ
し
き
者
な
り
。

と
強
調
す
る
よ
う
に
、
海
禁
を
弛
め
る
こ
と
は
道
理
に
反
す
る
行
為

(悖
謬
)、

す
な
わ
ち
太
祖
洪
武
帝
以
来
の
祖
法
の

「寸
板
不
許
下
海

(
寸
板
も
下
海
す
る
を

許
さ
ず
)
」
に
反
す
る
も
の
だ
と

の
意
見

も
あ
る
。

　

一
方
、
開
洋
論
者
は
倭
寇
問
題
に
関

し
て
海
禁
論
者
と
は
違
う
見
方
を
示
し
て

い
た
。
次
に
挙
げ
る
浙
江
出
身

の
刑
部
主
事
唐
枢

(嘉
靖
五
年
進
士
)

の
言
葉

は
、
開
洋
論
者
の
意
見
と
し
て
よ
く
取

り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。　
『
明
経
世

文
編
』
巻

二
七
〇
、
禦
倭
雑
著
、
復
胡
梅
林
論
処
王
直
に
、

　
　
厳
に
商
道
を
禁
じ
て
、
商
人
を
通
ぜ
ざ
れ
ば
、
其
の
生
理
を
失
い
、
是
に
於

　
　
い
て
転
じ
て
寇
と
為
る
。

と
あ
る
。

彼
は
商
人
と
倭
寇
を
表
裏

一
体
の
存
在
と
み
な
し
、

互
市

(
民
間
貿

易
)
を
認
め
れ
ば
倭
寇
も
商
人
に
戻
り
、
沿
海
地
域
の
騒
擾
は
鎮
静
化
す
る
も
の

と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
意
見
は
、
王
直
の
よ
う
な
互
市
の
公
許
を
求
め
る
密

貿
易
者
が
存
在
し
た
こ
と
と
深
く
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
同
様

の
見
解
を
述
べ
る
者
に
、

嘉
靖
三
十
八
年
に
南
京
礼
部
主
事
に
就
い
た

後
、
陝
西

・
福
建
提
学
副
使
の
職
を
務

め
た
王
世
懋
が
い
る
。　
『
策
枢
』
巻

一
、

通
貨
に
、

　
　
商
貨
の
通
ぜ
ざ
る
は
、

海
寇
の
息
ま
ざ
る
所
以
な
り
。

海
寇
息
ま
ざ
る
者

　
　
は
、
宜
べ
な
る
か
な
、
其
れ
し
ば
し
ば
沿
海
及
び
浙
の
東
西
を
犯
し
、
循
い

　
　
て
内
訌
に
至
る
な
り
。

と
あ
り
、
彼
は
商
人
に
対
す
る
貿
易
の
禁
止
が
沿
海
部
の
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
民
間
貿
易
の
再
開
を
要
求
し
た
。

　
ま
た
、
福
建
巡
撫
や
両
広
総
督
を
歴
任
し
た
譚
綸

(
嘉
靖
四
十
～
四
十
三
年
、

嘉
靖
四
十
二
～
隆
慶
元
年
在
任
)
は
、
後
に
開
港
さ
れ
る
福
建
省
の
状
況
を
以
下

の
よ
う
に
記
す
。　
『
譚
襄
敏
公
奏
議
』
巻
二
、
条
陳
善
後
未
尽
事
宜
以
備
遠
略
以

図
治
安
疏
に
、

　
　
五
に
曰
く
、
海
禁
を
寛
む
。
…
…
。
況
ん
や
閾
人
の
浜
海
に
て
居
る
者
、
其

　
　
の
凡
そ
幾
く
な
る
や
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
大
抵
海
に
お
い
て
生
を
為
す
に
非

　
　
ざ
れ
ば
、
則
ち
食
を
得
ず
。
…
…
。
惟
だ
当
に
其

の
分
数

の
多
寡
を
権
る
に
、

　
　
即
ち
賊
為
る
者
半
な
ら
し
む
れ
ば
、
商
為
る
者
半
。
或
い
は
商
為
る
者
十
之

　
　
七
な
ら
ば
、
賊
為
る
者
は
十
之
三
。
則
ち
彼
の
分
数
既
に
減
ず
れ
ば
、
我
の

　
　
力
を
致
す
も
易
く
、
尤
も
愈
々
相
率
い
て
共
に
盗
を
為
す
こ
と
あ
ら
ず
。

と
あ
る
。
彼
も
ま
た
唐
枢
や
王
世
懋
が
説
く
よ
う
に
、
沿
海
居
民
に
海
上
貿
易
を

許
し
て
彼
ら
を
商
人
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
賊
と
な
る
者
の
数
も
減
少
す
る
と

考
え
た
の
で
あ

っ
た
。
嘉
靖
か
ら
隆
慶
時
代
に
か
け
て
南
北
の
軍
事
に
深
く
関
わ

っ
た
彼
の
こ
の
意
見
は
、
後
の
月
港
開
港
に
直
接

・
間
接
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の

と
解
さ
れ
る

(後
述
)。

　
さ
ら
に
嘉
靖
三
十
七
年
よ
り
浙
江
省
に
赴
き
、
胡
宗
憲
と
共
に
倭
寇
討
伐
に
加

わ

っ
た
経
験
の
あ
る
戸
科
給
事
中
唐
順
之
は
、

　
　

〔日
本
は
〕
此
れ
従
り
貢
路
通
ぜ
ず
。
倭
夷
素
よ
り
性
貪
詐
な
れ
ば
、
我
が

　
　
中
国
之
貨
を
利
と
す
る
も
、
既
に
貢
例
に
与
ら
ざ
れ
ば
、
復
た
望
む
無
し
。

　
　
此
れ
に
因
り
て
、
遂
に
姦
徒
に
勾
引
せ
ら
れ
て
利
を
同
じ
く
し
、
寇
を
為
す
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明代海禁体制の再編と潭州月港の開港

　
　
　
　
　
　
(71
)

　
　

こ
と
止
ま
ず
。

と
述
べ
、

日
本

の
朝
貢
貿
易
に
対
す
る
規
制
が
日
本
人
を
倭
寇
活
動
に
向
わ
せ
る

こ
と
に
な
り
、
中
国
沿
海
居
民
が
彼
等

と
結
託
す
る
た
め
騒
擾
が
止
ま
な
い
と
強

調
す
る
。
唐
順
之
は
如
上
の
理
由
か
ら
日
本
宣
諭
策
を
薦
め
、
現
在
停
止
し
て
い

る
日
本

の
朝
貢
貿
易
に
つ
い
て
、
貢
期

や
規
模
の
制
限
を
緩
和
し
て
交
易
を
容
認

す
る
よ
う
要
求
し
た
。

　
ま
た
開
洋
論
者

の
中
に
は
、
開
洋
に
と
も
な
う
税
収
入
に
着
目
す
る
見
解
が
あ

る
。
先
に
挙
げ
た
開
洋
論
者
の
唐
枢
は
、
先
掲
の
文
章
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
い

う
。

　
　
三
に
曰
く
、
開
市
は
必
ず
常
税
あ
り
。
向
来
海
上
の
市
貨
暗
か
に
通
じ
、
而

　
　
し
て
費
、
私
室
に
帰
す
。
若
し
官
を
立
て
て
料
を
収
め
れ
ば
、
広

・
福
に
倍

　
　
し
て
多
き
こ
と

甚
だ
し
。

況
や
今
海
上
の
戍
額
、

即
ち
事
平
ら
げ
し
め
れ

　
　
ば
、
必
ず
九
辺
の
故
事

の
如
く
年
例
を
定
立
し
て
、
以
て
餉
費
に
充
て
ん
と

　
　
欲
す
。

　
唐
枢

の
議
論
は
、
王
直
平
定
後
の
浙
江
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
が
、
民
間
貿

易
を
許
可
し
て

(開
市
)
海
商
か
ら
徴
収
し
た
税
を
軍
餉
に
当
て
る
べ
き
だ
と
の

意
見
は
、
そ
の
ま
ま
福
建
に
も
当
て
は
ま
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
沿
海

地
域
の
海
防
体
制
は
弱
体
化
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
よ
り
多
く
の
軍
餉
が
必

要
で
あ

っ
た
。
沿
海
地
域
の
治
安
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、
軍
餉
を
潤
す
税
収
入

の
確
保
は
急
務
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
紹
介
し
た
人
物
は
、
す
ぺ
て
福
建

の
地
に
任
じ
ら
れ
た
か
沿
海
地
域
に

関
わ
り
の
あ
る
者
た
ち
で
、
先
の
見
解

は
実
地
体
験

に
基
づ
く
切
実
な
提
案
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
。
し
か
も
祖
法
遵
守
派
の
帰
有
光
と
海
禁
論
者
の
馮
璋
を
除

け
ば
、
他
の
論
者
は
み
な
開
洋
論
の
立
場
に
立
つ
。
彼
ら
は
沿
海
地
域
の
実
情
に

照
ら
し
て
倭
寇
と
密
貿
易
者
と
の

一
体
性
を
鋭
く
見
抜
き
、
沿
海
部
を
安
定
す
る

に
は
貿
易
の
許
可
し
か
な
い
と
提
言
し
た
の
で
あ

っ
た
。

　
要
す
る
に
、
嘉
靖
時
代

の

「籌
海
論
争
」
で
は

「海
禁
」
か

「開
洋
」
か
、
す

な
わ
ち

「伝
統
」
か

「改
革
」
か
を
め
ぐ

っ
て
激
烈
に
議
論
が
戦
わ
さ
れ
た
。
そ

れ
は

一
面
、
彼
ら
論
者
達

の
世
界
観

の
表
明
で
も
あ

っ
た
た
め
、
お
の
ず
と
議
論

は
紛
糾
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

だ
が
、　

一
見
正
反
対
に
見
え
る
両
者
の
主
張

も
、
実
は
沿
海
部

の
安
定
を
め
ざ
す

「海
防
」
に
ま
つ
わ
る
論
争
で
あ

っ
た
点
に

注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
海
禁
論
者
は
現
行

の
海
禁
体
制
を
よ
り
強
化
す
る
こ
と

で
、
海
上
を
荒
ら
す
倭
寇

の
侵
入
を
防
ぐ
よ
う
主
張
し
、
開
洋
論
者
は
開
港
し
て

倭
寇
を
商
人
に
転
換
さ
せ
る
と
と
も
に
、
開
港
に
と
も
な
う
税
収
入
に
よ

っ
て
海

防
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
考
え
た
。

つ
ま
り
両
者
は
方
法
こ
そ
違
え
、
と
も
に
明

初
以
来
受
け
継
が
れ
て
き
た
海
禁
体
制
を
、
今
後
ど

の
よ
う
な
形
に
再
編
し
て
海

防
体
制
を
再
確
立
す
る
か
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
月

港
開
港
を
単
な
る
海
禁

の

コ

部
解
除
」
と
か

「破
綻
」
と
み
な
す
こ
と
は
、
月

港
開
港

の
本
質
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
明
朝

の
意
図
に
こ

そ
、
ま
ず
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
以
上

の
論
争

の
結
果
、
隆
慶
初
年
に
福
建
巡
撫
塗
沢
民

(嘉
靖
四

十
五
～
隆
慶
三
年
在
任
)

の
建
議
に
よ
り
、
福
建
省
潭
州
府
月
港
が
開
港
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(18
)

こ
と
は
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
に
関
し
て
は
唐
順
之

の
意
見
に

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
朝
に
と

っ
て
警
戒
す
べ
き
国
で
あ

っ
た
た
め
、
拒
絶
さ

れ
る
結
果
と
な

っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

　
で
は
な
ぜ
月
港
と
い
う
地
が
、
嘉
靖
時
代

の
終
焉
を
迎
え
る
と
同
時
に
開
港
さ

れ
る
に
至

っ
た
の
か
。
以
下
、
月
港
開
港
を
め
ぐ
る
い
く

つ
か
の
疑
問
点
に
対
し

て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
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窓史

二
　
月
港
開
港
の
政
治
的
社
会
的
背
景

　
　
　
　
　
1
　
月
港
の
地
理
的
状
況
と
海
防
体
制

　
福
建
省
が
開
港

の
地
に
選
ば
れ
た
理
由
の

一
つ
に
、
も
と
も
と
当
地
は
密
貿
易

が
盛
ん
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
方
を
険
し
い
山
々
に
囲
ま
れ

た
福
建
省
は
、
東
南
沿
海
部
の
中
で
も
特
に
海
上
貿
易
な
し
で
は
生
活
の
困
難
な

　
　
　
　
　
(19
)

地
域
で
あ

っ
た
。

と
り
わ
け
密
貿
易
が

盛
ん
で
あ

っ
た
の
が
泉
州
と
潭
州
で
あ

り
、
そ
の
ほ
ぼ
境
界
に
位
置
す
る
港
が
潭
州
府
の
月
港
で
あ
る
。
月
港
に
関
し
て

は
、
万
暦

『潭
州
府
志
』
巻
三
十
、
海
澄
県
、
輿
地
志
、
建
置
沿
革
の
条
に
、

　
　
月
港
、
人
煙
輳
集
し
て
大
市
鎮
た
り
。
正
徳
以
来
…
…
、
悪
少
の
私
か
に
番

　
　
に
出
貨
し
て
寇
を
誘

い
、
之
を
禁
ず
れ
ど
も
止
ま
ず
。

と
あ
り
、
ま
た
朱
紋
も
そ
の
地
理
的
位
置
か
ら
海
外
に
出
航
し
や
す

い
こ
と
や
、

海
外
貿
易
に
よ

っ
て
人
口
が
増
加
し
、

大
市
鎮

・
一
大
都
会
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(20
)

月
港
が
栄
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

　
さ
ら
に
、
福
建
沿
海
の
島
嶼
や
岩
礁

の
位
置
を
見
る
と
、
北
部
の
海
中
に
か
な

り
集
中
し
て
お
り
、

南
部
の
月
港
周
辺

は
、

比
較
的
開
け
て

い
る
こ
と
が

わ
か

(
21
)

る
。
海
外
に
渡
航
す
る
た
め
の
船
は
二
梔
以
上
の
大
型
船
が
必
要
で
あ
り
、
島
嶼

や
岩
礁
な
ど
の
障
害
物
が
少
な
い
月
港
近
海
は
船
の
運
航
に
も
適
し
て
い
た
。
月

港
は
地
理
的
に
も
好
条
件
を
備
え
た
港

で
あ
り
、
海
禁
体
制
下
の
密
貿
易
の
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(22
)

地
と
な

っ
た
の
も
あ
る
意
味
当
然
で
あ

っ
た
わ
け
だ
。

　
密
貿
易
港
と
し
て
繁
栄
し
た
月
港
に
対
し
、
も
ち
ろ
ん
明
朝
は
た
だ
手
を
こ
ま

ね
い
て
傍
観
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
嘉
靖
九
年

(
一
五
三
〇
)
段
階

で
、

治
安
対
策

の
面
か
ら
巡
海
道
の
官
を
潭
州
に
移
鎮
さ
せ
、

対
岸
の
海
漁
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(23
)

「
安
辺
館
」
を
置
い
て
各
府
の
通
判
に
輪
番
で
海
防
を
担
当
さ
せ
て
い
る
。
そ
の

後
、
嘉
靖
三
十
年

(
一
五
五

一
)
に
は
月
港
に
海
防
の
た
め
の

「靖
海
館
」
を
設

け
、
省
内
各
府
の
通
判
に
命
じ
て

一
年
交
代
で
沿
海
地
域
を
往
来
巡
視
さ
せ
る
こ

　
　
　
(24
)

と
に
し
た
。
こ
の
靖
海
館
が
置
か
れ
る
直
前
の
嘉
靖
二
十
七
年

(
一
五
四
八
)
に

は
朱
紋
に
よ
る
双
嶼
港
攻
撃
が
行
わ
れ
て
お
り
、
沿
岸
の
騒
擾
が
次
第
に
激
化
し

て
、
や
が
て
後
期
倭
寇
の
跳
梁
が
始
ま
る
時
期
に
当
た

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
月
港

は
、
倭
寇
や
密
貿
易
者
の
活
動
と
と
も
に
繁
栄
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
海

防
体
制
も
他
の
地
域
に
比
べ
て
、
よ
り
厳
重
に
な

っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
海
防
目
的
に
設
置

さ
れ
た
靖
海
館
は
、

潭
州
府
で
起

こ
っ
た

「月
港
二
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(25
)

将
」

の
反
乱

の
影
響
も
あ

っ
て
か
、
嘉
靖
四
十

二
年

(
一
五
六
三
)
に
は

「海
防

館
し
に
改
め
ら
れ
、
海
防
同
知
を
専
任
官
と
し
て
任
命
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
海

防
体
制

の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
海
防
館

の
設
置
に
関
わ

っ
た
の
が

「籌

海
論
争
」

の
最
中
に
開
洋
論
を
唱
え
、
当
時
福
建
巡
撫

の
任
に
あ

っ
た
譚
綸
で
あ

(
26
)

る
。
潭
州
府
の
海
防
強
化
に
努
め
る
譚
綸

の
こ
の
行
動
は
、
将
来

の
月
港
開
港
に

向
け
莚

備
作
業
で
あ

っ
た
と

み
な
せ
な
い
こ
と
も
な
咆

さ
ら
に
・

月
港

二

十
四
将

の
反
乱
鎮
圧
後

の
嘉
靖
四
十
四
年

(
一
五
六
五
)
に
は
、
潭
州
府

の
龍
渓

県

・
潭
浦
県
の

一
部
の
地
を
割
い
て
、
月
港
を
中
心
に
海
澄
県
が
新
設
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(28
)

こ
の
措
置
で
、
海
防
体
制
が
よ
り
強
固
に
な

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
密
貿
易
活
動
が
活
発
で
あ

っ
た
月
港

は
、
同
時
に
海
防
体
制

が
十
分
に
敷
か
れ
た
地
域
で
も
あ

っ
た
。　
「籌
海
論
争
」

の
際
、
海
禁

・
開
洋
論

者
共
通
の
目
的
が

「海
防
」
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
開
港

地
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
海
防
措
置
の
講
じ
や
す
い
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
そ
の

点
、
月
港
は
早
く
か
ら
海
防
体
制
が
確
立
し
、
開
港
後
の
新
た
な
事
態
に
も
対
処

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
。
ま
た
民
間
貿
易
を
容
認
し
て
密
貿
易
者
を
減
少
さ

せ
る
に
は
、
当
の
密
貿
易
の
根
拠
地
で
あ
る
月
港
を
開
港
し
、
彼
ら
密
貿
易
者
た
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明代海禁体制の再編と潭州月港の開港

ち
を
正
規
の
海
商
と
し
て
認
め
れ
ば
よ

い
。
彼
ら
の
不
満
を
解
消
し
、
沿
海
部
の

混
乱
を
鎮
定
す
る
た
め
に
は
、
最
も
問
題
を
醸
し
て
い
る
地
を
粛
正
せ
ね
ば
な
ら

な
か

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
密
貿
易
者
が

一
般
海
商

へ
と
転
じ
た
暁
に
は
、
彼
ら
の

出
海
貿
易
を
厳
格
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
海
防
面
で
の
条
件

を
満
た
し
た
月
港
は
、
海
禁
体
制
を
再
編
す
る
上
で
、
ま
さ
に
打

っ
て
つ
け
の
港

で
あ

っ
た
と
み
な
せ
よ
う
。

　
　
　
　
　
2
　
月
港
開
港
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　
月
港

の
開
港
に
つ
い
て
、
明
代
史
の
根
本
史
料
で
あ
る

『
明
実
録
』
は
何
ら
触

れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
事
実
が
確
認
で
き
る
最
も
古
い
史
料
は
、
万
暦
年
間

に
福
建
巡
撫
を
つ
と
め
た
許
孚
遠

(
万
暦
二
十
年
～
二
十
二
年
在
任
)
の
上
奏

で

あ
り
、　
『敬
和
堂
集
』
巻
五
、
疏
通
海
禁
疏
に
、

　
　
隆
慶
初
年
、
前
任
撫
臣
塗
沢
民
、
前
轍
に
鑑
み
る
を
も

っ
て
、
勢
に
因
り
て

　
　
利
導
す
る
の
挙
を
為
し
、
市
舶
を
開
い
て
私
販
を
易
え
て
公
販
と
為
さ
ん
こ

　
　
と
を
請
う
。
議
し
て
止
だ
東
西
二
洋
に
通
ぜ
し
め
、
日
本
倭
国
に
往
く
を
得

　
　
ざ
ら
し
む
。

と
あ
り
、

さ
ら
に
そ
れ
よ
り
少
し
後
に
刊
行
さ
れ
た
張
燮
の

『
東
西
洋
考
』

巻

七
、
餉
税
考
に
、

　
　
隆
慶
改
元
、
福
建
巡
撫
都
御
史
塗

沢
民
、
海
禁
を
開

い
て
東
西
二
洋
に
販
す

　
　
る
こ
と
を
準
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
。

と
あ
る
の
に
基
づ
く
。

　
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
、
月
港
開
港

は
福
建
巡
撫
塗
沢
民
の
要
請
に
よ
る
も
の

で
、
隆
慶
初
年

(
隆
慶
改
元
)
に
実
現

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
塗
沢

民
が
上
奏
に
至
る
経
緯
や
当
時
の
明
朝
中
央
の
方
針
は
ま

っ
た
く
不
明
で
あ
り
、

さ
ら
に
月
港
開
港
の
年
次
も

「隆
慶
初
年
」
な
い
し

「隆
慶
改
元
」
と
あ
る
だ
け

で
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
節
で
は
前
節
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
①

月
港
開
港
時
の
政
界
内
部
の
状
況
、
②
開
港
年
次
の
二
点
に
絞

っ
て
検
討
し
て
み

た
い
。

　
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
嘉
靖
年
間
の

「籌
海
論
争
」
で
主
流
を
占
め
た
の
は
開

洋
論
者
で
あ

っ
た
。
な
か
で
も
積
極
的
な
提
言
を
行
い
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し

た
の
が
譚
綸
で
あ
る
。
彼
は
海
防
館
の
設
置
に
関
与
し
た
ほ
か
、
そ
れ
以
前
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(29
)

新
県
の
設
置
を
主
張
す
る
な
ど
、
月
港
の
海
防
体
制
の
確
立
に
並
々
な
ら
ぬ
熱
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆる
(30
)

を
注
い
で
い
た
。
彼
の
方
針
は

「海
禁
を
寛
」
め
る
こ
と
に
あ
り
、
具
体
的
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(31
)

月
港
開
港
を
念
頭
に
置
い
て
の
提
言
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
彼
が

中
央
に
召
喚
さ
れ
る
の
は
隆
慶
元
年
八
月
の
こ
と
で
、
福
建
巡
撫
を
退
き
両
広
総

督
の
任
に
就
い
て
い
る
時
で
あ

っ
た
。
給
事
中
呉
時
来
の
推
薦
で
呼
び
戻
さ
れ
た

譚
綸
は
、
ほ
ど
な
く
北
辺
軍
の
強
化
を
命
じ
ら
れ
、
「南
倭
」
に
代
わ
る

「北
虜
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(32
)

対
策
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
当
時
、
明
朝
中
央
で
首
輔
大
学
士
の
任
に
あ

っ
た
の
は
、
有
名
な
徐
階

(嘉
靖

四
十

一
～
隆
慶

二
年
在
任
)
で
あ
る
。
彼
は
嘉
靖
帝
の
遺
詔
を
草
し
て
嘉
靖
時
代

の
腐
敗
し
た
政
治
を

一
掃
す
る
な
ど
、
嘉
靖
末
か
ら
隆
慶
初
年
に
か
け
て
多
く
の

改
革
を
断
行

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
北
虜
南
倭
問
題
に
も
積
極
的
に
取
り
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(33
)

み
、
た
び
た
び
上
奏
を
行

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
彼

の
文
集
に
詳
し
い
。
嘉
靖
四

十
四
年
に
嘉
靖
帝
が
病
床
に
臥
し
て
後
は
、
政
界
は
彼

の
独
壇
場
で
あ
り
、
彼

の

子
飼
い
の
官
僚
た
ち
に
よ

っ
て
政
策
が
遂
行
さ
れ
た
。
徐
階
は
ま
た
福
建
省
延
平

府
推
官
と
し
て
福
建
に
赴
任
し
た
経
験
も
あ
り
、
譚
綸
が
訴
え
た
よ
う
な
福
建
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(34
)

の
状
況
も
十
分
把
握
し
て
い
た
。
政
権
を
牛
耳
る
徐
階
が
福
建
省
の
現
状
に
精
通

し
て
い
た
事
実
は
、
月
港
開
港
問
題
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
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窓史

れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
譚
綸
を
中

央
に
召
喚
し
た
先
の
呉
時
来
が
徐
階

の
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(35
)

生
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
呉
時
来
は
徐
階

の
意
を
汲
ん
で
提
言
し
た

に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
徐
階
が
譚
綸

の
識
見
と
政
策
を
評
価

し
た
証
で
あ
り
、
沿
海
部
の
混
乱
に
対

し
て
徐
階
が
開
洋
論
に
く
み
し
て
い
た
こ

と
を
物
語
る
。
あ
え
て
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
嘉
靖
末

の
月
港
で
の
海
防

体
制
の
確
立
は
、
徐
階
と
い
う
後
ろ
盾
を
得
た
開
洋
論
者
に
よ
る
、
開
港
に
備
え

た
イ

ン
フ
ラ
整
備
で
あ

っ
た
と
も
み
な
し
得
る
。
福
建
巡
撫
塗
沢
民
の
上
奏
は
そ

う
し
た
既
定
ラ
イ
ン
上
で
の
発
言
で
あ

り
、　

『
明
実
録
』
に
月
港
開
港
時
の
記
述

が
ま

っ
た
く
な
い
の
も
、
す
で
に
開
港

を
前
提
に
事
態
が
推
移
し
て
い
た
か
ら
で

は
な
い
か
。
月
港
開
港
は
開
洋
に
傾
く
首
輔
大
学
士
徐
階
の
主
導
の
も
と
に
、
開

洋
論
者
に
よ

っ
て
具
現
化
さ
れ
た
と
考

え
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
②

の
開
港
年
次
に
つ
い
て
も

一
つ
の
見
通
し

が
可
能
と
な
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
譚
綸
の
中
央

へ
の
召
喚
は
隆
慶
元
年
八
月

の
こ
と
で
、

こ
の
と
き
推
薦
者
の
呉
時
来
は
兪
大
猷
と
戚
継
光
の
名
前
も
挙
げ
て

　
(36
)

い
る
。
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
両
名
は
倭
寇
討
伐
の
名
将
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

「兪
家
軍
」　
「戚
家

軍
」
と
呼
ば
れ
る
私
兵
的
軍
隊
を
抱
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　

(37
)

活
躍
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
彼
ら
に
よ

っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
倭
寇
の
数
は
計
り
知
れ

な
い
。

呉
時
来
の
考
え
で
は

(
お
そ
ら
く
徐
階
の
考
え
で
も
あ
る
が
)
、

東
南
地

域
で
大
き
な
戦
果
を
挙
げ
た
彼
ら
の
軍
隊
を
転
用
す
る
こ
と
で
、
北
辺
の
防
備
を

固
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
徴
用
の
労
を
省
く
算
殺
で
あ

っ
た
。
結
果
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(38
)

兪
大
猷
は
老
齢
の
た
め
に
召
喚
さ
れ
ず

に
終
わ
る
が
、
戚
継
光
は
そ
の
後
北
辺
に

回
さ
れ
輝
か
し
い
功
績
を
立
て
て
期
待
に
応
え
て
い
る
。

　

こ
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
か
σ
譚
綸
や
戚
継
光
を
東
南
地
域
か
ら
引
き
上
げ

さ
せ
、
北
方
に
配
置
転
換
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
北
辺
防
備
を
重
視
し
て
の
こ
と

で
あ
る
。
倭
寇
討
伐
で
発
揮
さ
れ
た
彼
ら
の
能
力
を
、
今
度
は
北
辺
で
活
用
し
よ

う
と
い
う
明
朝
中
央
の
意
図
の
表
れ
で
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
に
は
東
南

地
域
の
諸
問
題
が
、
ま
ず
は
解
決
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
問
題
と
は

い
う
ま
で
も
な
く
倭
寇

・
密
貿
易
問
題
で
あ
り
、
こ
の
難
問
に
見
通
し
が
立

っ
て

こ
そ
初
め
て
彼
ら
の
移
動
も
可
能
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
彼
ら
の
召
喚
に
先
立

ち
、
東
南
沿
海
部
に
は
当
然
新
た
な
措
置
が
施
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
こ
そ

懸
案
の
月
港
開
港
で
あ

っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
明
朝
は

「南
倭
」
問
題
に
ひ
と

ま
ず
区
切
り
を

つ
け
た
後
、　

「北
虜
」
問
題
に
本
腰
を
入
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
前
提
に
立
て
ば
、
今
ま
で
不
明
瞭
で
あ

っ
た
月
港
開
港
の
年
次
も
お
の
ず

と
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
譚
綸
ら
が
召
喚
さ
れ
る
隆
慶
元
年
八
月

以
前
、
年
次
で
言
え
ば
ま
さ
し
く
隆
慶
元
年

(
一
五
六
七
)
に
他
な
ら
な
い
。
従

来
、
月
港
開
港
に
関
す
る
史
料
に
は
、　

「隆
慶
初
年
」
な
い
し

「
隆
慶
改
元
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
研
究
者

に
よ

っ
て
は
史
料
通
り
に

「隆
慶
初
年
」

と
記
し
た

り
、
あ
る
い
は

「隆
慶
元
年
」
　
「隆
慶
元
年
前
後
」
と
す
る
な
ど

一
定
し
て
い
な

か

っ
た
。
だ
が
、
前
述
の
推
測
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
月
港
開
港
は
隆
慶
元

年
に
実
現
し
た
と
み
て
疑
い
な
く
、
そ
の
裏
に
は
当
時
の
中
央
政
界
の
実
力
者
で

あ
る
徐
階
の
意
向
が
大
き
く
働
い
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
徐
階
と
月
港
開
港

と
の
関
わ
り
に
直
接
言
及
す
る
史
料
は
な
い
が
、
彼
の
中
央
で
の
政
治
的
立
場
と

「北
虜
南
倭
」
間
題
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
徐
階
主
導
の
施

策
で
あ

っ
た
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
嘉
靖
以
来
の

「籌
海

論
争
」
は
、
嘉
靖
末
か
ら
隆
慶
初
年
に
か
け
て
実
権
を
握

っ
た
徐
階
の
登
場
を
待

っ
て
、
よ
う
や
く
決
着
を
見
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
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お
　

わ
　

り
　

に

　
　
「南
倭
」
問
題
に
区
切
り
を
つ
け
た
徐
階
は
、
そ
の
後

「北
虜
」
問
題
に
力
を

注
い
で
い
く
が
、
周
知

の
通
り
モ
ン
ゴ

ル
の
ア
ル
タ
ン
・
ハ
ー
ン
と
の
間
に
和
議

が
成
立
し
た
の
は
、
月
港
開
港
か
ら
ほ
ど
な
い
隆
慶
五
年

(
一
五
七

一
)
の
こ
と

で
あ
る

(隆
慶
和
議
)
。

こ
れ
を
契
機
に
交
易
場
と
し
て
北
辺
に

「馬
市
」

が
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(39
)

け
ら
れ
、
明
と

モ
ン
ゴ
ル
と
の
間
で
平
和
的
な
交
易
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
も

っ

と
も
、
こ
の
段
階
で
は
す
で
に
徐
階
は
首
輔
の
地
位
を
退
い
て
お
り
、
彼
が

「隆

慶
和
議
」
を
直
接
主
導
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
だ
が
、
和
議
の
成
立
に
尽
力

し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
彼
の
門
生
の
張
居
正
で
あ
り
、
隆
慶
和
議
も
徐
階
の
方
針
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(40
)

踏
襲
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
要
す
る
に
、
徐
階
主
導
の
政
権
下
で
は
南
北
と
も
に

一
種
の

「開
放
政
策
」
が

採
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
政
策
を
実
現
す
る
過
程
で
、
彼
の
門
生
達
や
開
洋
論
者
が

起
用
さ
れ
て
い
る
事
実
は
興
味
深
い
。
嘉
靖
末
期
か
ら
隆
慶
時
代
に
か
け
て
首
輔

と
し
て
政
務
を
執

っ
た
徐
階
の
存
在
は
、

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
明
末

政
治
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
明
末
政
治
史
に
見
直
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(41
)

を
迫
る
も
の
で
、
隆
慶
時
代
の
再
評
価
に
も
つ
な
が
ろ
う
。
少
な
く
と
も
隆
慶
時

代
は
、
北
と
南

に
新
た
な
体
制
の
構
築
を
見
て
お
り
、
そ
の
申
心
的
役
割
を
果
た

し
た
の
が
徐
階
で
あ

っ
た
。

　
本
来

「籥
海
論
争
」

の
当
事
者
に
と
り
、　

「北
虜
南
倭
」
は

「辺
防
」
と
い
う

点
で
連
関
し
た
課
題

で
あ
り
、

論
者
達

は

「南
倭
」

を
論
じ

つ
つ
も
常
に
北
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(42
)

「北
虜
」
を
意
識
し
て
い
た
。
そ
の
二
つ
の
課
題
を
解
決
し
た
の
が
隆
慶
時
代
で

あ

っ
て
み
れ
ば
、
六
年
と
い
う
短
い
治
世
に
か
か
わ
ら
ず
、
隆
慶
時
代
の
持

つ
意

味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

本
稿
は
そ
う
し
た
隆
慶
時
代

の
体
制
再
編
に
つ
い

て
、
月
港
開
港
問
題
を
通
し
て
概
括
的
な
見
通
し
を
提
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
推

測
に
基
づ
く
記
述
が
多
く
、
実
証
的
な
検
討
は
今
後

の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
が
、
他
日
機
会
が
あ
れ
ば
あ
ら
た
め
て
隆
慶
時
代
の
南
北
問
題
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
。

註(
1
)　

『敬
和
堂
集
』
巻
五
、
疏
通
海
禁
疏
。

　
　
　
　
先
是
、
海
禁
未
通
、
民
業
私
販
。
…
…
。
於
是
隆
慶
初
年
、
前
任
撫
臣
塗
沢

　
　
　
　
民
、
用
鑑
前
轍
、
為
因
勢
利
導
之
挙
、
請
開
市
舶
、
易
私
販
而
為
公
販
。
議
止

　
　
　
　
通
東
西
二
洋
、
不
得
往
日
本
倭
国
。
亦
禁
不
得
以
硝
黄
銅
鉄
違
禁
之
物
夾
帯
出

　
　
　
　
海
。

(
2
)

檀
上
寛

『元
明
時
代
の
海
禁
と
沿
海
地
域
社
会
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
平
成
十

　
　
五
年
度
～
平
成
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(基
盤
研
究
C
)
研
究
成
果
報
告

　
　
盡
日、　
二
〇
〇
六
年
。

(3
)　
月
港
開
港
後
、
当
地
に
督
館
館
が
置
か
れ
て
徴
税
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
に
つ
い

　
　
て
は
、
小
葉
田
淳

「明
代
潼
泉
人
の
海
外
通
商
発
展
-
特
に
海
澄
の
餉
税
制
と
目
明

　
　
貿
易
に
就
い
て
ー
し　
『東
亜
論
叢
』
四
輯
、

一
九
四
一
年

(後
に

『金
銀
貿
易
史
の

　
　
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
七
六
年
、
所
収
)
、
佐
久
間
重
男

『日
明
関
係
史

　
　
の
研
究
』　
(吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
)
第
二
編
第
五
章

「明
代
後
期
に
お
け
る

　
　
濠
州
の
海
外
貿
易
ー
蕭
基
の
恤
商
策
に
つ
い
て
ー
」
等
参
照
。

(
4
)　
元
末
明
初
の
海
上
勢
力
に
関
し
て
は
、
奥
崎
裕
司

「方
国
珍
の
乱
と
倭
寇
」　
『山

　
　
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
〇
年
、
檀
上
寛

「方
国

　
　
珍
海
上
勢
力
と
元
末
明
初
の
江
浙
沿
海
地
域
社
会
」
京
都
女
子
大
学
東
洋
史
研
究
室

　
　
編

『東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
の
史
的
研
究
』
京
都
女
子
大
学
研
究
叢
刊
三
十
九
、
二
〇

　
　
〇
三
年
等
を
参
照
。

(
5
)　
檀
上
寛

「明
初
の
海
禁
と
朝
貢
-
明
朝
専
制
支
配
の
理
解
に
寄
せ
て
ー
」　
『明
清

　
　
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
。
註
(2
)檀
上
論
文
参
照
。

(
6
)　

「倭
寇
」
と
い
う
言
葉
は
明
代
の
史
料
に
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
体
は

　
　
判
然
と
し
な
い
。
本
稿
に
挙
げ
た
王
直
等
の
嘉
靖
時
代
の
倭
寇
は
、
一
般
に
明
初
の

　
　

「前
期
倭
寇
」
に
対
し
て

「後
期
倭
寇
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
中
国
人
密
貿
易
者
も
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窓史

　

　
倭
寇
と

一
体
的

に
捉
え
ら
れ
、
そ
の
構
成
員
は
日
本
人
だ
け
で
な
く
嘉
靖
時
代

に
は

　

　
む
し
ろ
中
国
人
が
多
数
活
動
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら

れ
て
い
る
。

　

　
　
ま
た
、

王
直

に
関

し
て
は

『
明
世
宗
実

録
』

嘉
靖

ご
十
八
年

七
月

壬
申
条

に
、

　

　

「
按
海
上
之
事

、
初
起
于
内
地
奸
商
。
王
直
徐
海
等
、
常
闌
出
中
国
財
物

、
與
番
客

　

　
市
場
、
皆
主
于
余
姚
謝
氏
。
久

之
謝
氏
頗
抑
勒
其
値

、
諸
奸
索
之
急
、
謝
氏
度
負
、

　

　
多
不
能
償
。

則
以
言
恐
之

日
、

吾
将
汝

干
官
、

諸
奸
既
恨
、

且
懼
乃
糾
合
徒
党
番

　

　
客

、
夜
劫
謝
氏
、
火
其
居
、
殺
男
女
数
人

、
大
掠
而
去
」
と
あ
り
、

こ
こ
か
ら
さ
か

　

　
ん
に
密
貿
易
を
行

っ
て

い
た
状
況
や
、
さ
ら
に
は
掠
奪
行
為

に
も
及
ん
で

い
た
こ
と

　

　
が

わ
か
る
。

な
お
、

王
直

に
つ
い
て
の
研

究
は
数
多

い
が
、

さ
し
あ
た
り
前
掲
註

　

　
(
3
)
、
佐
久
間
重
男

『
日
明
関
係
史

の
研
究
』
第

二
編
第
二
章

「嘉
靖
海
寇
史
考
ー

　

　
王
直

を
め
ぐ

る
諸
問
題
i
」

を
挙
げ

て
お
き
た

い
。

(
7
)
　
朱
紋

に
関
す

る
論
文
は
多
数
あ

る
が
、
近
年

の
も

の
と
し
て
由
崎
岳

「
巡
撫
朱
紋

　

　
の
見
た
海
-
明
代
嘉
靖
年
間

の
沿
海
衛
所
と

「大
倭
寇
」
前
夜
の
人

々
l
L
(
『
東
洋

　

　
史
研
究
』
第

六
十

二
巻
第

一
号

、
二
〇
〇
三
年
)
を
挙
げ

て
お
き
た
い
。

ま
た
、
片

　

　
山
誠

二
郎

「
明
代
海
上
密
貿
易
と

沿
海
地
方
郷
紳
層
」　
(
『
歴
史
学
研
究
』　
一
六
四

　

　
号
、

一
九
五
三
年
)

は
郷
紳
と
の
関
係

に

つ
い
て
も
詳

し
く
述
べ
る
。

(
8
)
　

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
中
国
来
航
か
ら
密
貿
易

へ
の
参
画

に
至

る
経
緯

に
つ
い
て
は
、
や

　

　
や
古

い
が
矢
野
仁

一

『
近
代
支
那
外
国
関
係
研
究
ー

ポ
ル
ト
ガ
ル
を
中
心
と
せ
る
明

　

　
清
外
交
貿
易
ー
』
　
(
弘
文
堂
、

一
九
二
八
年
)
が
参
考
に
な
る
。

(
9
)　

『
明
史
』
巻
三
二
五
、
佛
郎
機
伝
。

　

　
　
　
巡
撫
林
富
上
言
、
粤
中
公
私
諸
費
多
資
商
税
、
番
舶
不
至
、
則
公
私
皆
箸
。
今

　

　
　
　
許
佛
郎
機
互
市
有

四
利
。

祖
宗

時
諸
番
常
貢
外
、

原
有
抽
分
之
法
、

稍

取

其

　

　
　
　
余

、
足
供
御
用
、
利

一
。
両
粤
比
歳
用
兵
、
庫
蔵
耗
竭
、
籍
以
充
軍
餉
、
備

不

　

　
　
　
虞

、
利

二
。
粤
西
素
仰
給
粤
東
、
小
有
徴
発
、
即
措
辧

不
前

、
若
番
舶
流
通

、

　

　
　
　
則
上
下
交
済
、
利
三
。
小
民
以
懋
遷
為
生
、
持

一
銭
之
貨

、
即
得
展
転
販
易

、

　

　
　
　
衣
食
其
中
、
利
四
。
助
国
裕
民
、
両
有
所
頼
、
此
因
民
之

利
而
利
之
、
非
開
利

　

　
　
　
孔
為
民
梯
禍
也
。
従
之
。
自
是
佛
郎
機

得
入
香
山
澳
為
市
、
而
其
徒
又
越
境

商

　

　
　
　
於
福
建

、
往
来
不
絶
。

　

　
　
な
お
、
明
代

の
広
東
省
に
関
す
る
論
文
は
近
年

の
も

の
と
し
て
、
岩
井
茂
樹

「
十

　

　
六
世
紀
中
国

に
お
け
る
交
易
秩
序

の
模
索
ー

互
市

の
現
実
と
そ

の
認
識
-
」
　
(
岩
井

　

　
茂
樹
編

『
中
国
近
世
社
会

の
秩
序
形
成
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

、
二
〇
〇
四

　
　
年
)

を
挙
げ

て
お
き
た
い
。

(
10
)　
前
掲
註

(
3
)
、
佐
久
間
重
男

『
日
明
関
係
史

の
研
究
』
第

二
編
第

一
章

「
明
代
海

　
　
外
私
貿
易

の
歴
史
的
背
景
-
福
建
省
を
中
心
と
し
て
ー
し
参
照
。

(
11
)
　

『
明
史
』
巻

二
〇
五
、
朱
紋
伝
。

　
　
　

　
浙
、
閲
海
防
久

賺
、
戦
船

・
哨
船
十
存

一
二
、
潭

・
泉
巡
検
司
弓
兵
、
旧
額
二

　
　
　

　
千
五
百
余
、
僅
存
千
人
。

(
12
)

註

(
10
)
に
同
じ
。

(
13
)
　
郷
紳

と
は
退
職
又
は
休
職

中
の
官
僚

で
あ
り
、
地
方
官
と
協

力
し
あ

っ
て
地
方
政

　
　
治
を
推
進

し
て
い
く
者
と
み
な
さ
れ

て
い
た
。
朱
紋
が

「
去
外
国
盗
易

、
去
中
国
盗

　
　
難
。

去
中
国
瀕
海
之
盗
猶
易

、

去
中
国
衣
冠
之
盗
尤
難
」
　
(
『
明
史
』
巻

二
〇
五
、

　
　
朱
紋
伝
)
と
述

べ
た
よ
う
に
、
在

地
社
会

の
宿
弊
と
な
る
者
も
多
く
、
な
か
で
も
密

　
　
貿
易
船

の
建
造
等

を
行

っ
た
潭
州

府
在
郷

の
林
希

元
が
有
名
。
朱
統

『甓
餘
雑
集
』

　
　
巻

二
、　

「
閲
視
海

防
事
し
参
照
。

(
14
)　
陳
尚
勝

『
「懐
夷
」
与

「
抑
商
」
i

明
代
海
洋
力
量
興
衰
研
究
i
』
(
山
東
入
民
出

　
　
版
社

、

一
九
九
七
年
)
第

七
章

、　

「
簿
海
之
争
」
な
ど
参
照
。

(
15
)
　

『
闘
経
世
文
編
』
巻

二
八
〇

、
馮
養
虚
集

、
通
番
舶
議
。

(
16
)
　

『
明
経
世
文
編
』
巻

二
九

五
、
帰
太
僕
文
集

二
、
論
禦
倭
書
。

(
17
)
　

『
明
経
世
文
編
』
巻
二
六
〇

、
唐
荊
川
家
蔵
集

二
、
条
陳
海
防
経
略
事
疏
。

(
18
)

註
(
i
)
に
同

じ
。

(
19
)

鄭
若
曾

『
簿
海
図
編
』
(
『
中
国
兵
書
集
成
』
第
+
五
)
巻

四
、
福
建
事
宜

に
、

　
　
　

　
民
本
難
食

、
自
非
肩
挑
歩
担
、
踰
山
度
峰

、
則

雖
斗
石
之
儲
亦
不
可
得
。
福

.

　
　
　

　
興

・
潭

・
泉

四
郡
皆
浜
於
海
、
海
船
運
米
可
以
仰
給

、
在
南

期
資
於
広
、
而
恵

　
　
　

　
潮
之
米
為
多

、
在
北
則
資
於
浙
、
而
温
州
之
米
為
多
。

　
　

と
あ

り
、
南
は
広
東
省
、
北
は
浙
江
省

よ
り
米
を
輸
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

ま
た
、
そ

の
際

に
は
海
船

に
よ

る
運
送
が
望

ま
し
い
こ
と
も
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

(
20
)
　
朱
紋

『
甓
餘
雑
集
』
巻

三
、
増
設
県
治
以
安
地
方
事
。

　
　
　

　
潭
州
府
龍
渓
縣
月
港

地
方
、
距
府
城
四
十

里
、
負
山
枕
海

、
民
居
数
万
家
。

…

　
　
　

　

…
、
而
東
連

彎
本
、
西
接
暹
球
、
南

通
佛
郎
、
彭
亨
諸

国
。

…
…
、
閲
南

一
大

　
　
　

　
都
会
也
。

　
　

こ
こ
で
は

「龍
渓
県
し
と
あ
る
が

、
開
港
当
時
の
月
港

は
新
設

の
海
澄
県

に
含
ま
れ

　
　

る
。
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明代海禁体制の再編と潼州月港の開港

(
12
)
　
鄭
若
曾

『
簿
海
図
編
』
(
『
中
国
兵
書
集
成
』
第
十
五
)
巻

四
。
譚
其
驤
主
編

『
中

　
　
国
歴
史
地
図
集
』
第
七
冊

(
元

・
明
時
期
)
中
国
地
図
出
版
社
、

一
九
八
二
年

を
参

　
　
照
。

(
22
)
　
李
金
明

『
潭
州
港

』
福
建
人
民
出
版
社

、
二
〇
〇

一
年
。
林
仁
川

『
明
末
清
初
私

　
　
人
海
上
貿
易
』
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、

一
九

八
七
年

な
ど
を
参
照
。

(
23
)
　
万
暦

『
潭
州
府
志
』
巻
三
十
、
海

澄
県

、
輿
地
志
、
建
置
沿
革
。

　
　
　
　
嘉
靖
九
年
、
巡

撫
都
御
史
胡
漣
議

、
移
巡
海
道
鎮
潼
州
、
置
安
辺
館
於
海
獪
、

　
　
　
　
歳
委
各
府
通
判

一
員
。

(
24
)
　
万
暦

『
潭
州
府
志
』
巻
三
十
、
海

澄
県
、
輿
地
志
、
建
置
沿
革
。

　
　
　
　

(嘉
靖
)
三
十
年
復
於
月
港
建
靖
海
館
、
通
判
往
来
。

(
25
)　
嘉
靖

四
十
年

(
一
五
六

一
)

に
潭
州
府

で
起

こ

っ
た
民
間
貿
易
商

の
反
乱
。
具
体

　
　
的

に
は
張
維
、
呉
川
、
黄
隆
と

い
う
人
物

の
名
が
見
ら
れ
、
彼
等
は
船

を
作

り
、
密

　
　
貿
易
者
達

に
物

資
を
供
給
す
る
役

目
を
果

た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
万
暦

『
潼

　
　
州
府
志
』
巻
三
十
、
海
澄
県
、
雑
志

、
兵
乱

に
は
、　

「先
是
、
丁
巳
年
間

、
九
都
張

　
　
維
等

二
十
四
人
、
共
造

一
船

、

専

一
接
済
番
船
、

因
以
為
号
、

官

府
莫
禁
。

戊
午

　
　
年
冬
、
巡
海
道

邵
差
捕
盗
林
春
領

兵
三
百
人
勦
捕
、
次
於
許
坑
、

二
十
四
将
率
衆
拒

　
　
敵
、
殺
死
官

兵
三
名
。
…
…
、
張
維
拠
九
都
城
、
呉
川
拠

八
都
草
坂
城

、
黄
隆
拠
港

　
　
口
城
。
旬
月
之
問

、
附
近
地
方
効
尤
各
立
営
塁
」

と
あ

る
。

(
26
)　
万
暦

『
潼
州

府
志
』
巻
三
十
、
海
澄
県
、
輿
地
志

、
建
置
沿
革
。

　
　
　
　

(
嘉
靖
)

四
十

二
年
軍
門
譚
綸
請
設
海
防
同
知

、
住
剳
専
理
其
事

、
易
靖
海
館

　
　
　
　
為
海
防
館
。

(
27
)
　

『
明
経
世
文
編
』
巻
三
百
二
十

二
、
譚
襄
敏
公
奏
疏
、
善
後
六
事
疏
。

　
　
　
　

一
、
寛
海
禁
。
閲
人
浜
海
而
居
、
非
往

来
海
中
則
不
得
食
。
自
通
番
禁
厳
、
而

　
　
　
　
附
近
海
洋
魚
販
、

一
切
不
通
。
故
民
貧

而
盗
愈
起
、
宜
稍
寛

其
法
。

一
、
増
設

　
　
　
　
県
治

汀
潭
延
平
間
。
県
治
太
遠
、
不
便
防
奸

、
請
立
県
於
河
埠
東

西
坑
東
洋
三

　
　
　
　
処
、
令
有

司
就
近
約
束

。

　
　
　
譚
綸
は
福
建
省

の
居
民
が

出
海

で
き
な

い
こ
と
か
ら
貧
困

に
陥

り
賊
と
な

る
こ
と

　
　
を
指
摘

す
る
と

同
時

に
、

新
県
を

設
け
て

彼
ら
を

取
締
ま
る
こ
と
も

願

い
出

て
お

　
　
り
、
開
洋
と
同
時

に
海
防
に
も
注
意
を
払

っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
28
)
　
崇
禎

『潭
州
府
志
』
巻

一
、
輿
地
志
上
、
建
置

沿
革
。

(
29
)

註
(
27
)
参
照
。

(
30
)

註
(
27
)
参
照
。

(
31
)
　

『
譚
襄
敏

公
奏
議
』
巻

二
、
条
陳
善
後
未
尽
事
宜
以
備
遠
略
以
図
治
安
疏
に
、

　
　
　

　
五
日
寛
海
禁
。
…
…
。
昔
人
謂
弊
源
如
鼠
穴
也
。
須
留

一
箇
、
若
還
都
塞
了
、

　
　
　

　
好
処
倶
穿
破
、
意
正
如
此
。
今
豈
惟
外
夷

即
本
処
魚
鰕
之
利
与
広
東
販
米
之
商

　
　
　

　
潭
州
白
糖
、
諸
貨
皆

一
切
禁
罷

、
恥
有
無
何
所
於
通
、
衣
食
何

所
従
出

、
如
之

　
　
　

　
何
不
相
率
而
勾
引
為

盗
也
。
為
今
之
計
、
正
宜
厳
禁

呂
本
、
不
許
私
通
外
、
其

　
　
　

　
他
如
採
捕
魚
鮮
、
貿
易
米
穀

、
与
在
広
東
転
販
椒
木
、
潭
州
発
売
白
糖
之
類
、

　
　
　

　
悉
宜
如
臣
近

日
将
各
府
単
槞
船
隻
、
定
為

号
色

、
編
立
保
伍
、
聴
於
附
近
海
洋

　
　
　

　
従
便

、
生
理
之
意
推
広
而
行
。

(
32
)
　
呉
廷
燮

『
明
督
撫
年
表
』
巻

五
、
両
広

(
『
二
十
五
史
補
編
』
所
収
)
。

お
よ
び
後

　
　
掲
、
註

(
36
)
参
照
。

(
33
)
　

『
世
経
堂
集
』
巻

二
。

(
34
)

徐
階

に
関

し
て
は
、
姜
徳
成

『
徐
階
与
嘉
隆
政
治
』
天
津
古
籍

出
版
社

、
二
〇
〇

　
　

二
年
、
中
純
夫

「徐

階
研
究
」
　
『
富
山
大
学
教
養
部
紀
要
』

二
十
四
巻

一
号
、

一
九

　
　
九

一
年

な
ど
を
参
照
。

(
35
)
　

『
明
史
』
巻

二

一
〇
、
呉
時
来
伝
。

　
　
　

　
…
…
而

(
張
)
貅
及

(
呉
)
時
来
、
皆
徐
階
門
生
。

(
36
)
　

『
穆
宗
実
録
』
隆
慶
元
年

八
月
癸
卯

　
　
　

　
給
事
中
呉
時
来
言
、
両
広
総
督
譚
綸

・
総
兵
兪
大
猷

・
戚
継
光
皆
知
兵
、
宜
召

　
　
　

　
来
使
専
督
練
辺
兵
、
以
省
諸
鎮
徴
調
之
擾
。
兵
部
覆
言
、
大
猷
才
宜
於
南

、
往

　
　
　

　
者
常

一
試
於
此
、
不
效

且
老
矣
。
綸

・
継
光
惟
上
所
用
。
上
然
之
、
令
召
綸
入

　
　
　

　
京
。

(
37
)
　
例
え
ば

『
明
史
』
巻

一
二

二
、
兪
大
猷
伝
、
戚
継
光
伝
、
参
照
。

(
38
)
　
註

(
36
)
に
同
じ
。

(
39
)

明
代
の
馬
市

に
つ
い
て
は
、
松
本
隆
晴

『
明
代
北
辺
防
衛
体

制

の
研
究
』

(
汲
古

　
　
書
院
、

二
〇
〇

一
年
)
第

七
章

「
翁
万
達
と
嘉
靖
年
間

の
馬
市
開
設
問
題
」
、

田
村

　
　
実
造

「
明
と
蒙
古
と

の
関
係

に

つ
い
て
の

一
面
観
-
特

に
馬
市
を
中

心
と

し
て
ー
」

　
　

『
史
学
雑
誌
』
第

五
十

二
編
第
十

二
号
、

一
九

四

一
年
な
ど
を
参
照
。

(
40
)
　
隆
慶
和
議

と
張
居
正
と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
城
地
孝

「
隆
慶
和
議

の
政
治
課
程

　
　
-
明
代
後

期

の
内
閣
専
権

の
背
景
1
」
　
『
東
洋
学
報
』
第

八
十

六
巻
第
二
号

、
二
〇

　
　
〇

四
年

に
詳

し

い
。

65



窓史

(
妊
)
　
例
え
ば
今

日
の
隆
慶
帝

に
対
す
る
評
価

を
見

る
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
改
革

を
推
進

し

　
　
た
有
能

な
皇
帝
だ
と

の
見
方
も
あ
れ
ば

(
林
乾

『
嘉
靖
帝

・
隆
慶
帝
』
吉
林
文
史
出

　
　
版
社
、　

一
九
九

六
年
な
ど
)
、

何

の
識
見

も
な
く
女
色
に
溺
れ

た
無
能

な
皇
帝
だ
と

　
　
す
る
見
解
も
あ

り

(南
炳
文

・
湯
綱

『
明
史
』
上
、
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
九

一

　
　
年
な
ど
)
、

一
定
し
て

い
な
い
。

前
者

に
つ
い
て
は
、

徐
階

ら
の
革
新
的
な
施
策

を

　
　
隆
慶
帝
個
人

の
治
績

に
帰

し
た
結
果
だ
と
解

さ
れ

る
が
、

こ
う
し
た
混
乱
が
生

じ
る

　
　

の
も
隆
慶
時
代

の
位
置
づ
け
が
不
鮮
明
な
た
め
だ
と
考
え
る
。

(
爼
)
　
檀
上
寛
「
明
代
海
禁
概
念

の
成
立
と
そ

の
背
景
-
違
禁
下
海

か
ら
下
海
通
番

へ
l
」

　
　

『
東
洋
史
研
究
』
第
六
十
三
巻
第
三
号
、
二
〇
〇

四
年
。
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